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1 名でも下痢・嘔吐の児童がいたら、下痢・嘔吐物からの感染を防ぐための対応をお願いします。 

１ 感染拡大の防止（便失禁・嘔吐発生時） 

 周囲の児童を別の部屋に移動させましょう。 

 2 方向、窓やドアを開けて換気をしましょう。 

 マスク、手袋（2 重）、エプロンを着用して処理しましょう。 

 次亜塩素酸ナトリウムを用い、適切な濃度で希釈し、下痢・嘔吐物から半径 2ｍ 

の範囲を消毒しましょう。 

 消毒液は、その都度作成しましょう。（消毒効果が時間とともに低下するため作り置きはしない。） 

 次亜塩素酸ナトリウムは、開封日を記載し、冷暗所で保管しましょう。 

 日頃から正しい手洗いを心がけましょう。 
 

２ 福祉保健センターへの報告 「学校における感染性胃腸炎および食中毒発生時対応マニュアル（YCAN）p.5 より」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下痢・嘔吐の児童対応について（小・中学校） 

栄福祉保健センター福祉保健課 健康づくり係 
TEL：045‐894‐6964（平日）/045-894-8181（休日・夜間） 
FAX：045‐895‐1759 
E-mail：sa-kansen@city.yokohama.jp 
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